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五

龍

城

跡

高
田
郡
甲
田
町
上
甲
ゴ

県
史
跡

現
状
　
山
林
，
寺
社
境
内
地
　
保
存
状
況
　
良
好
　
立
地
　
丘
陵
先
端

榛
高
三

■
Ｏ
ｍ
　
比
高

一
三
〇

ｍ

史
　
　
料
『
毛
利
家
文
書
』
六
七
七
，
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
人
○

［井
上
］
，

巻

一
一
九

［福
井
］
巻

一
二
四
上

［平
賀
］

巻

一
二
四
‐
二

［平
賀
］

『
芸
藩
通
志
』
巻
六
人
参
考
文
献

『
甲
田
町
誌
』
，
コ
喬
田
郡
史
』
，
『
山
城

一
広
島
県
西
北
部
に
お
け
る
中
世
城
館
の
調
査

一
』
，
『
日
本
城
郭
大
系
』
，

『広
島
県
の
主
要
城
跡
』

概
要

尾
根
筋
上
及
び
そ
の
山
腹
部
分
約
七
百
ｘ
百
二
十

ｍ
の
範
囲
に
広
が
る

遺
構
は
，
尾
根
を
遮
断
す
る
掘
切
と
土
塁
に
よ
っ
て
二
つ
の
郭
群
に
分

）

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
側
を
堀
切
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
中
央
部
郭

群
は
本
城
跡
の
中
核
を
な
す
部
分
で
，
「本
丸
」
コ
一の
丸
」
ご
一の
九
」

な
ど
の
部
名
が
残
る
。
西
側
の
堀
切
に
面
し
た
本
丸
西
端
に
は
削
り
残

し
た
高
さ
約
五

ｍ
の
土
塁
が
あ
り
，
堀
底
か
ら
の
高
さ
は
約

一
六

ｍ
に

も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
西
端
の
郭
群
に
は

「御
笠
丸
」
の
名
を
も
つ
郭

を
は
じ
め
と
し
て
長
大
な
郭
が
多
い
。
中
央
部
郭
群
と
同
様

「御
笠
丸
」

西
端
に
も
高
さ
約
二

ｍ
の
土
塁
を
置
き
，
そ
の
外
側
は
土
橋
を
も
つ
堀

切
と
竪
堀
を
設
け
て
い
る
。
本
城
跡
は
宍
戸
氏
の
居
城
で
あ
る
。
宍
戸

氏
は
南
北
朝
期
に
こ
の
地
に
移
り
，
当
初
本
村
川
の
対
岸
菊
山
の
中
腹

に
柳
ケ
城
を
築
き
こ
れ
に
拠

っ
た
が
，
や
が
て
こ
の
五
龍
城
を
築
き
本

拠
と
し
た
。

五龍城跡略測図 (1:4,000)



資
料
②

『
国
郡
志
御
用
二
付
下
調
差
出
帳
』
上
甲
立
村

宍
戸
司
箭
神

拝
殿
　
石
花
表

一
社

御
鎮
座
年
月
不
相
知

祭
神
　
宍
戸
下
総
守
家
俊
公

祭
曰
　
四
月
四
日
、
六
月

一
日

宍
戸
下
総
守
家
俊
公
は
安
芸
守
元
家
公
の
三
男
に
し
て
探
瀬
弾
正
隆

兼
の
養
子
と
な
り
探
瀬
祝
屋
の
城
主
た
り
生
得
胆
略
の
才
あ
り
て
薙
刀

剣
法
を
奥
州
由
利
某
よ
り
相
伝
し
給
ひ
城
州
愛
宕
山
に
祈
誓
し
汲
々
と

し
て
寝
食
を
忘
れ
苦
修
練
磨
し
結
ふ
事
年
あ
り
て
蘊
奥
に
至
り
独
歩
の

武
功
を
な
し
終
に
術
神
に
通
し
て
空
に
騰
り
飛
行
す
る
事
を
得
給
う

こ
ゝ
に
於
て
人
望

（人
間
晃
）の
宿
志
な
く
天
界
に
入
ら
ん
こ
と
を
欲
し

兵
術
伝
来
の
奥
秘
を
予
州
河
野
大
蔵
に
相
接
し

（今
世
司
箭
流
長
刀
貫

心
流
剣
術
と
も
に
司
箭
神
正
統
の
遺
法
な
り
）
後
覚
に
伝

へ
ん
事
を
遺

託
し
元
亀
元
年
四
月
四
日
大
飼
平
よ
り
飛
去
し
址
を
城
州
愛
宕
山
に
か

く
し
給
ふ
今
な
を
愛
宕
山
本
殿
の
右
脇
殿
宇
魂
然
と
し
て
蒼
生
擁
護
の

明
眸
を
た
れ
給
ひ
風
火
及
び
諸
難
を
祈
る
に
霊
応
あ
ら
ざ
る
は
な
し
当

山
に
御
鎮
座
ま
し
ま
し
て
以
来
は
神
徳
い
ち
じ
る
し
と
言

へ
ど
も
文
化

初
の
頃
よ
り
年
を
追
う
て
参
詣
の
徒
多
き
に
至
る
処
也

一
・

古
城
山
跡

五
龍
山
　
横
五
丁

（

廻
十
五
丁
余

南
方
麓
　
大
河

北
方
　
　
北
小
川

西
ハ
下
小
原
山
続
　
東
は
河
原

東
西
丸
十

一
、
南
北
丸
九
ツ

御
か
さ
の
丸
、
本
丸
、
二
の
丸
、
御
風
呂
の
段
、
三
の
丸
、
御
蔵
屋

舗
、　
一
位
の
段
、
矢
倉
の
段
、
姫
の
段
、
大
竹
　
　
の
段
、
物
見
丸
、

馬
屋
の
　
　
段
、
御
釜
の
段
、
尾
崎
九

先
年
は
ツ
リ
溝
に
て
池
御
座
候
由
今
に
池
の
跡
あ
り
、
宍
戸
家
盛
勢
の

時
十
七
万
石
と
申
伝
侯

渡
岸
寺
　
　
　
　
御
祈
願
所

応
永
年
中
宍
戸
安
芸
守
朝
家
公

（貞
純
親
王
よ
り
十
五
世
後
裔
）
常

州
よ
り
当
国

へ
御
下
向
当
村
菊
山

へ
城
郭
を
築
か
　
せ
ら
る

（城
跡
柳

ケ
城
と
云
ふ
）
其
後
五
龍
山
御
遷
城

天
正
十
七
己
丑
の
年
毛
利
輝
元
公
広
島

へ
御
遷
城
の
時
御
随
移
又
慶

長
六
年
辛
丑
の
年
長
州

へ
御
随
移

宍
戸
氏
御
歴
代
略

御
素
性
よ
り
歴
代
を
略
甲
立

へ
御
下
向
の
元
祖
よ
り
記

安
芸
守
朝
家
公
、
貞
純
親
王
よ
り
十
五
代
後
裔

遠
江
守
基
家
公

安
芸
守
家
秀
公

備
前
寺
持
朝
公

（



安
芸
守
興
家
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

安
芸
守
元
家
公

（深
瀬
隠
居
深
瀬
元
祖
よ
り
朝
家
公
弟
左
衛
門
尉
知
治
息
男
に
て
常
陸

国
よ
り
来
）

雅
楽
頭
元
源
公

弥
二
郎
元
家
公

右
歴
代
之
城
と
申
伝
侯

安
芸
守
隆
家
公

（佐
伯
郡
五
日
市
海
老
屋
と
申
所
、
安
芸
郡
宮
原
村

屋
希
山
と
申
所
）

左
衛
門
尉
元
秀
公

備
前
守
元
続
公

（備
後
安
那
郡
下
御
領
村
備
中
鬼
ノ
身
城
）

〆
十

一
代
　
甲
立
居
城

此
外
数
多
諸
々
不
分
明
略
之

柳
ケ
城
　
坪
山
と
も
言
ふ
　
　
小
山

一
ケ
所

宍
戸
安
芸
守
朝
家
公
最
初
の
御
城
跡
当
時
百
姓
腰
林
に
侯

母
ケ
城
平
　
　
　
一
ケ
所

宍
戸
の
家
臣
賀
屋
惣
左
衛
門
邸
宅
の
地
当
時
百
姓
腰
林
に
侯
、
賀
屋

氏
今
も
長
州
に
あ
り

江
田
氏
旧
地

宍
戸
之
家
臣
江
田
市
良
左
衛
門
邸
宅
の
地
当
地
御
高
附
畠
に
御
座
候

後
裔
長
州
に
あ
り

長
和
出
雲
守
旧
地

一
ケ
所

）

当
時
末
兼
の
地
に
て

一
ケ
所
二
次
郡
箱
造
山
に

一
ケ
所
御
館
御
座
候

由
申
伝
侯
宍
戸
の
家
臣
末
兼
氏
の
祖

一
、
古
戦
場

柳
ケ
城
山
麓
江
田
　
菊
山
の
後
日
余
谷
此
ニ
ケ
所
宍
戸
氏
と
和
智
氏

応
永
の
頃
合
戦
の
地
と
申
伝
候
其
他

一
向
古
戦
場
の
申
伝
御
座
な
く
侯

一
、
廃
寺

天
隻
寺
跡

此
脇
の
山
上
に
物
見
等
の
跡
と
相
見

へ
侯
様
な
る
土
地
御
座
候
大
石

塔
並
に
古
池
社
若
今
に
御
座
候
　
宍
戸
氏
御
菩
提
所
に
て
長
州

へ
被
移

今
貞
昌
寺
と
申
由
に
御
座
候

天
受
覚
隆
大
居
士
　
文
禄
二
年
巳
二
月
五
日

椿
窓
寿
久
禅
定
尼
　
文
禄
三
年
三
月
二
日

隆
家
公
御
夫
婦
の
御
墓
に
て
法
号
年
月
碑
石
に
御
座
候
今
に
至
る
迄

御
年
忌
の
節
御
代
参
も
有
之
近
世
石
燈
籠
等
御
寄
附
当
村
内
よ
り
花
表

建
調
仕
候

菊
山
址

大
平
寺
跡

先
年
世
羅
郡
小
国
村

へ
移
し
今
尚
御
座
候

菊
山
址
　
明
星
寺
跡
広
島
に
移
さ
れ
候
由
申
伝
候

同
　
　
　
慈
恩
寺
跡

寺
跡
は
高
附
き
畠
当
時
荒
所
に
相
成
候

末
兼
　
本
福
寺
跡



当
郡
吉
田
へ
移
さ
れ
当
時
福
原
坊
と
申
候
旧
地
も
御
高
附
田
に
有
之

菊
山
址
　
霊
源
庵
跡

許
山
仏
通
寺
開
山
仏
徳
大
通
禅
師
隠
栖
遷
化
の
地
に
て
古
墳
あ
り

坊
主
う
ね
草
山

庵
屋
敷
何
人
の
隠
栖
と
も
申
伝
無
之
侯
古
墳
あ
り

五
龍
山
址
　
千
貫
水

昔
は
山
上
に
湧
出
世
々
の
城
主
深
く
是
を
愛
せ
ら
れ
中
に
も
隆
家
公

千
貫
に
も
か

へ
じ
と
徴
言
し
給
ひ
夫
よ
り
呼
来
候
由
申
伝
候
当
時
大
道

の
下
岸
に
湧
出
甚
だ
冷
泉
に
て
夏
日
川
魚
相
は
な
ち
候

へ
ば
忽
ち
身
を

返
し

一
向
い
き
お
よ
ぎ
得
申
さ
ず
侯

銅
岩

（あ
か
が
ね
い
わ
）

谷
頭
と
申
草
山
に
あ
り
此
辺
り
の
石
屑
皆
青
赤
く
サ
ビ
色
御
座
候
銅

は
い
ど
く
の
煩
有
之
由
申
伝
候

一
本
松

五
龍
山
の
麓
大
道
の
端
に
有
之
古
来

一
本
松
と
呼
来
当
時
も
松
御
座

候資

料

③

『
国

郡

志

御

用

二
付

下

調

差

出

帳

』

下

甲

立

村

一
、
ゑ
け

真
言
宗
法
禅
山
薬
師
寺
理
窓
院
　
寺
内
凡
壱
反
二
畝

京
都
仁
和
寺
流
広
島
素
月
山
大
日
寺
明
星
院
末
寺
に
御
座
候

永
禄
元
戌
年
梅
光
旭
和
尚
と
申
僧
開
基
に
御
座
候
宍
戸
元
源
御
願
主
寛

（

永
四
年
迄
は
禅
宗
に
て
寺
号
は
元
源
之
御
詳
号

一
里
と
申
侯
由
に
て

一

曳
院
と
申
候
処
寛
永
四
卯
年
之
比
住
僧
無
御
座
に
而
石
州
口
羽
村
真
言

宗
延
命
寺
弟
子
権
律
子
社
音
と
申
僧
住
職
に
相
成
真
吉
に
改
宗
い
た
し

寺
号
理
窓
院
と
改
明
星
院
末
寺
に
相
成
候
趣
に
御
座
候
元
源
御
建
立
之

節
寺
領
百
石
御
付
被
成
候
尚
又
天
正
五
丑
年
毛
利
輝
元
公
よ
り
百
石
御

加
増
合
式
百
石
之
寺
領
に
御
座
候
由
之
処
福
島
様
御
代
に
被
召
上
候
趣

に
御
座
候

永
禄
元
戌
年
よ
り
式
百
六
拾
式
年
に
相
成
候

寛
永
四
卯
年
よ
り
百
九
拾
参
年
に
相
成
候

宍
戸
家
甲
立
御
在
住
之
節
は
代
々
御
菩
題
寺
之
由
に
て
宍
戸
隆
家
公
同

元
源
公
同
隆
忠
公
同
知
家
御
裏
方
様
と
も
御
位
牌
多
く
尤
も
住
侶
代
数

相
分
り
不
申
此
寺
郡
中
祈
祷
所
と
し
て
銀
人
拾
目
宛
毎
年
郡
割
に
〆
相

調
申
侯

本
堂
　
梁
三
間
半
　
茅
葺
　
葺
替
郡
中
よ
り
相
成
候

桁
五
間
半

庫
裏
　
梁
三
間

桁
五
間
　
　
茅
葺

鐘
楼
堂
　
人
尺
四
面
瓦
葺

護
摩
堂
　
弐
問
四
面
茅
葺
　
葺
替
郡
中
よ
り
相
成
侯

鎮
座
稲
荷
社
　
を留
間
四
面
茅
葦
　
但
し
理
窓
院
境
内
に
有
之
同
院
抱
に

御
座
　
侯
鎮
座
年
月
相
知
れ
ず

同

（



）

金
比
羅
社
　
士τ
間
四
面
茅
葺
　
但
し
右
同
断

同
荒
神
社
　
一二
尺
四
面
茅
葺
　
　
但
し
右
同
断

本
尊
　
大
日
如
来
　
行
基
之
御
作
と
申
伝
侯

脇
立

正
如
意
輸
観
音

地
蔵
菩
薩

弘
法
大
師

阿
弥
陀

千
手
観
音

護
摩
堂

本
尊
薬
師
如
来
　
行
基
之
御
作
と
申
伝
侯
　
但
し
宍
戸
隆
家
公
守
り

本
尊
御
寄
附
と
の
事
に
御
座
候

脇
立（不

動
明
王
　
毘
沙
門
天
　
十
二
天
の
絵
四
幅
　
人
祖
大
師
　
同
四
幅

金
輸

一
ツ
　
差
わ
た
し
　
士電
尺
弐
寸

銘
に

奉
寄
進
芸
州
甲
立
理
相
院

元
禄
九
丙
子
二
月
源
姓
宍
戸
氏
就
宗
と
御
座
候

鐘
銘
写

当
寺
者
伝
間
前
芸
州
大
守
宍
戸
元
源
所
辮
建
也
雖
是
初
為
禅
門
之
衆
園

屡
罹
兵
乱
荒
蕪
年
尚
実
不
知
何
日
密
宗
道
場
焉
有
沙
門
宥
看
者
本
石
州

之
産
也
来
住
持
常
有
欲
再
興
於
此
寺
之
志
不
果
久
歴
年
序
而
得
遂
夙
志

恨
猶
欠
鐘
魚
慈
募
貴
賎
之
士
女
鉢
鋳
洪
鐘
需
之
作
銘
日

功
製
梵
響
　
直
掛
堂
前
　
積
功
不
測

果
徳
無
辺
　
額
知
有
項
　
士戸
徹
黄
泉

見
今
獲
益
　
聞
今
結
縁
　
旅
客
朝
往

樵
夫
暮
還
　
大
守
栄
幸
　
檀
門
欣
然

密
林
勃
興
　
万
民
安
閑

元
禄
七
龍
集
甲
成
五
月
上
浣
日
広
陵
明
星
院
成
卯
誌

当
院
住
持
宥
看
法
印
冶
工
安
芸
郡
海
田
村
住
植
木
喜
平

次
藤
原
直
次
　
庄
屋
人
兵
衛
尉

一
一　
古
墳
之
事

理
窓
院
本
堂
後
口
に
古
き
墓
ニ
ツ
有
之
凡
長
式
間
横

一
間
位
に
高
四
尺

く
ら
い
の
築
石
有
之
其
上
に
大
石
ニ
ツ
御
座
侯
無
銘
に
御
座
候
間
難
相

分
尤
も
宍
戸
出
雲
守
宍
戸
孫
四
郎
両
人
の
墓
と
申
伝
候
又
宍
戸
弥
四
郎

夫
婦
之
墓
と
も
申
伝
候

資

料

④

『
国

郡

志

御

用

二
付

下

調

差

出

帳

』

高

田
原

村

一
、
真
宗
道
場
　
　
　
　
　
　
　
　
一員
　
林
　
坊

京
都
西
六
条
竜
ケ
谷
山
西
本
願
寺
下
近
江
国
大
上
郡
種
村
本
行
寺
下
備

後
沼
隈
郡
山
南
村
金
明
山
光
照
寺
下
同
国
二
次
郡
上
里
村
明
鐘
山
照
林

坊
末
寺

本
堂
　
十
間
余
　
　
庫
裏
　
　
　
経
蔵



鐘
楼
仮
立
右
洪
鐘
宍
戸
氏
寄
附
之
鐘

門
　
焼
失
後
無
之

本
尊
阿
弥
陀
如
来
　
木
像

春
日
作
也
往
昔
　
聖
武
天
皇
御
后
光
明
皇
后
御
講
加
智
子
姫
薙
髪
為

僧
当
　
郡
坂
邑
於
山
中
結
草
堂
此
仏
尊
信
雨

一
千
日
浴
人
之
山
故
有
而

愛
安
置
奉
　
伝
記
焼
失
而
不
祥
其
外
霊
験
略
之

阿
弥
陀
仏
　
木
像
　
聖
徳
太
子
作
也

経
石越

後
国
に
て
聖
徳
太
子
鬼
人
降
伏
之
石
也

身
替
名
ロ
ヮ
三
幅
紺
紙
金
泥

祖
師
親
鸞
上
人
御
筆

略
　
縁
　
記

上
人
ヨ
ソ
常
陸
国
多
賀
之
城
主
祐
光
授
玉
ヒ
其
末
流
出
家
而
祐
安
改

祐
安
　
此
名
号
供
奉
〆
讃
州
渡
海
備
中

ニ
テ
難
風
頻

二
起
船
覆
ス
時

ニ

化
僧

一
人
　
出
現
シ
テ
今
日
危
難
不
可
遁
今
我
身
捨
テ
汝
等
ヲ
可
済
と

海
中

二
飛
入
玉
　
ハ
不
思
議
哉
波
涛
忽
渚
キ
玉
鳥

二
着
岸
祐
安
喜
急
キ

名
号
之
宝
函
開
キ
拝
　
一
一南
無
不
可
思
議
光
如
来
之
無
ノ

一
字
失
玉
フ

祐
安
歎

二
其
夜
又

一
僧
示
　
現
日
今
日
之
危
遁

ハ
是
名
号
之
利
益
也
故

無

一
学
欠
者
也
ト
テ
光
明
赫
々
　
〆
西
天
二
去
玉
フ
夫
ヨ
リ
身
替
之
名

号
卜
称
当
山
第

一
之
重
宝
也

十
字
名
号

蓮
如
上
人
御
準

（

正
信
偶
文

御
同
筆

六
字
名
号

御
代
々
連
名
　
准
如
上
人
御
筆

水
晶
念
珠

天
正
年
中
大
坂
合
戦
当
時
四
代
目
念
秀
勲
功
依
顕
如
上
人
ヨ
リ
拝
領

鏡
　
　
　
　
　
　
　
　
一
面

脱
石
　
　
　
　
　
　
一

葵
御
紋
入
団
扇
　
　
一

右
寂
如
上
人
ヨ
リ
拝
領

仮
名
御
文
　
　
　
　
　
一
一通

本
願
寺
御
簾
中
ヨ
リ
拝
領

色
紙
　
　
　
　
　
　
　
一
枚

御
歌
に
　
一
声
と
ね
か
ひ
し
こ
と
の
く
や
し
さ
よ

こ
ゝ
ろ
の
お
く
に
囁
時
鳥

右
人
皇
百
二
十
代
良
仁
親
王
御
筆

掛
物
二
休
僧
都
筆

一
軸

同
花
厳
祖
師
鳳
湛
筆

一
軸

同
黄
壁
性
海
筆
　
一
軸

甲
鏡
丸
三
寸
六
歩
　
一
面

中
祖
福
万
藤
佐
衛
門
鏡
之
由

当
山
開
基
浄
誓
俗
姓
清
和
源
氏
末
葉
新
田
大
炊
助
義
重
七
代
孫
義
直

（



）

（紀
　
州
福
万
城
住
す
）六
代
之
孫
福
万
藤
左
衛
門
武
猛
メ
宍
戸
是
重
ス

其
宮
徳
　
丸
出
家
〆
浄
誓
改
石
見
国
照
林
坊
祐
了
師
弟
卜
成
明
応
五
年

冬
大
坂
山
科
　
到
蓮
如
上
人
実
如
上
人
謁
奉
り
伝
法
之
支
証
ト
シ
テ
聖

経
数
品
ヲ
授
り
帰
　
国
之
後
又
毛
利
宍
戸
両
家
尊
教
有
而
甲
立
五
龍
山

之
麓
道
場
営
高
林
坊
卜
　
号
浄
誓
了
誓
酉
願
卜
相
続
西
願
二
至
而
石
丸

山
江
移
ス

開
基
浄
誓
ヨ
リ
当
代
宗
緑
迄
十
四
代

境
内
会
下

寂
定
寺
　
成
光
寺
　
教
宗
寺

末
　
寺

広
島
猫
足
町

明
教
寺

（三
代
目
西
願
開
基
故
有
て
七
十
余
年
東
派
に
走
る

長
州
萩

明
円
寺
　
一二
代
日
西
願
開
基
之

当
郡
深
瀬
村

教
徳
寺

岡
有
留
村

西
光
寺

岡
吉
田
村

高
林
坊

（但
通
寺
也
）
二
代
目
了
誓
開
基
也

同
吉
田
村

法
専
寺

三
谷
郡
糸
井
村

照
善
坊

世
羅
郡
津
日
村

法
泉
坊

同
壱
歩
村

光
永
寺

同
長
岡
村

光
源
坊

同
灰
原
村

教
専
寺

豊
田
郡
清
武
村

蓮
教
寺

同
久
芳
村

正
覚
寺

同
安
宿
村

教
円
寺

同
河
内
村

光
泉
寺

二
次
郡
原
村

覚
善
寺

中
津
御
領
国
留
村

浄
円
寺



安
一云
宍
戸
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
員

住
本

雄
司

平
治
の
乱
に
敗
れ
た
源
氏
の
棟
梁

・
義
朝
の
十
男

。
知
家

（母
は
宇

都
宮
宗
綱
の
娘

。
人
田
局
）
は
、
平
氏
の
追
及
を
逃
れ
る
た
め
、
母
の

実
家
・
宇
都
宮
氏
の
も
と
で
成
長
し
、
人
田
（は
つ
た
）
を
名
乗
っ
た
が
、

頼
朝
挙
兵
に
参
陣
し
て
御
家
人
と
な
り
、
厚
遇
を
得
、
常
陸
（ひ
た
ち
）

守
護
と
し
て
小
田
（茨
城
県
つ
く
ば
市
）
に
居
を
構
え
た
。

そ
の
四
男

・
家
政
が
、
常
陸
国
宍
戸
郷
（茨
城
県
笠
間
市
）
に
配
さ
れ
、

宍
戸
氏
を
名
乗

っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

常
陸
宍
戸
城
　
一九
和
二
年
、
水
戸
徳
川
家
の
四
支
藩
の
一
つ
と
し
て
徳
川

１
万
石
の
陣
屋
が
置
か
れ
た
。
現
在
は
神
社
に
な
っ
て
い
る
。

安
芸
宍
戸
氏
の
始
ま
り
　
家
政
か
ら
数
え
て
五
代
目
（但
し
傍
流
）
の
朝

重
（と
も
し
げ
）
は
、
足
利
尊
氏
の
上
洛
に
加
わ
り
、
六
波
羅
攻
め
に
功

あ
っ
て
、
従
五
位
上

。
安
芸
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
甲
立
荘
（広
島
県
安
芸
高

田
市
）
を
給
わ
り
、
朝
家
（と
も
い
え
）
と
改
名
し
、
給
地
に
移
住
し
た
。

こ
れ
以
降
、
安
芸
守
と
い
う
受
領
は
、
宍
戸
氏
の
専
売
特
許
と
な
る
。

五
龍
城
　
朝
家
は
、
初
め
、
菊
山
の
麓
に
城
を
築
い
た
が
、
水
利
に
恵
ま

れ
な
か
つ
た
の
で
、
対
岸
の
元
本
山
に
五
龍
王
を
勧
請
し
、
水
を
得
て
、

そ
の
地
に
五
龍
城
を
築
い
た
。
五
龍
王
と
い
う
の
は
、
石
見
や
芸
北
の

神
楽
の
演
目
に
あ
り
、
暦
の
知
識
を
、
寓
話
化
し
て
農
民
に
教
え
る
意

図
が
あ
る
。
春
青

・
夏
赤

・
秋
白

・
冬
黒
の
四
兄
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
土

（

神

，
黄
龍
が
、
四
兄
の
所
領
の
割
譲
を
求
め
戦
さ
を
仕
掛
け
た
が
、
神

様
の
裁
定
に
よ
り
、
四
兄
の
領
地
は
東
西
南
北
と
中
央
に
分
け
ら
れ
、

黄
龍
に
は
中
央
を
与
え
、
以
後
、
五
兄
弟
は
仲
良
く
暮
ら
し
た
、
と
い

う
も
の
。
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
上
用
の
日
が
あ
る
事
を
教
え

て
い
る
。
当
時
の
民
衆
は
、
五
龍
を
、
天
文

・
気
象

・
地
学
を
司
る
神

と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

後
の
宍
戸
氏
の
始
ま
り
　
朝
家
か
ら
数
え
て
五
代
目
（嫡
流
）
の
興
家
は
、

暗
愚
に
し
て
暴
虐
、
周
辺
武
士
は
離
反
し
、
家
運
は
低
落
し
た
。

時
あ
た
か
も
、
常
陸
宍
戸
氏
（傍
流
）
の
元
家
が
、
諸
国
修
行
の
途
上
で

五
龍
城
に
立
ち
寄
り
、
四
注
人
壁
と
呼
ば
れ
る
重
臣
た
ち
は
、
元
家
の

器
量
を
見
て
、
興
家
に
引
退
を
迫
っ
た
。
五
龍
城
主
と
な
っ
た
元
家
は
、

家
風

一
新
の
条
々
を
読
み
聞
か
せ
、
重
臣
た
ち
は
忠
誠
を
誓
う
起
請
文

を
提
出
し
た
。
元
家
は
、
北
隣
の
中
村
氏
、
東
隣
の
辺
見
氏
會
一次
市
秋

町
）
を
討
つ
て
旧
領
を
奪
回
し
、
可
愛
川
（え
の
か
わ
）
対
岸
の
三
吉
領
を

攻
め
て
、
川
立

・
長
野
釜
心
和
地
）
を
支
配
下
に
収
め
た
。
元
家
以
後
を

「後
の
宍
戸
氏
」
と
い
う
。

宍
一月
か
、
一笙
月
か

「宍
戸
」
は
、
毛
利
家
文
書
や
萩
藩
閥
閲
録
の
翻
刻
本
で
は

「完
戸
」

と
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
　
ヨ
含

と

「完
」
ど
ち
ら
が
正
式
な
表
記
な

の
か
。

「宍
」
の
字
は
、
現
代
人
に
は
馴
染
み
が
な
く
、
音
読
み
を
知
る
方
も

皆
無
で
は
な
い
か
。
私
も
和
製
漢
字
と
思
っ
て
い
た
。
実
は

「
ニ
ク
」

（



）

と
い
う
音
読
み
が
あ
り
、
中
国
で
は

「肉
」
の
異
体
字
に
過
ぎ
ず
、
字

義
は

「肉
」
と
同
じ
で
あ
る
。
日
本
で
は
、

「宍
」
は

「食
用
の
獣
肉
」

を
意
味
し
、

「肉
」
と
区
別
し
て
用
い
る
。
つ
ま
り

「し
し
鍋
」
の

「し

し
」
で
あ
る
。

「し
し
鍋
」
は

「猪
肉
の
鍋
」
と
考
え
が
ち
だ
が
、
鹿

肉
の
鍋
も

「し
し
鍋
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「イ
ノ
シ
シ
」
の
原
義
は

猪
肉
、　
つ
ま
り

「猪
の
宍
」
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
鹿
肉
は

「鹿

（か
）

の
宍
」
と
呼
ぶ
。
獣
肉
の
鍋
は
、
全
て

「宍
鍋
」
な
の
で
あ
る
。
中
世

の
文
書
で
は
、
当
て
字
、　
つ
ま
り
、
訓
読
み
が
共
通
す
る
別
の
漢
字
に

よ
る
表
記
が
横
行
す
る
が
、
形
の
似
た
別
の
漢
字
を
使
用
す
る
例
は
珍

し
い
。
　
星
ご

も

「完
」
も
、
く
ず
す
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
だ
け

か
も
し
れ
ず
、
従
っ
て

「宍
戸
」
と
翻
幻
す
る
の
が
適
切
だ

っ
た
の
で

は
な
い
か
。

宍
戸
三
兄
弟
　
一九
家
に
は
、
元
源
（も
と
よ
し
）
・
隆
兼

・
家
俊
の
二
人
の

子
が
あ
つ
た
。
永
正
元
年
二

五
〇
四
）
、
元
家
は
、
五
龍
城
を
元
源
に

譲
り
、
隠
居
し
て
隆
兼

・
家
俊
と
と
も
に
、
甲
田
町
の
東
端
部

・
深
瀬

祝
屋
（
い
わ
や
）
城
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
隆
兼
は
以
後
、
深
瀬
氏
を

名
乗
る
。

宍
戸
家
俊
　
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一二
男
・
家
俊
こ
そ
要
注
意
人
物

で
あ
る
。
文
化
文
政
期
に
編
纂
さ
れ
た

「芸
藩
通
志
」
は
、
家
俊
を
、

隆
兼
の
養
子
と
な
り
祝
屋
城
主
だ
っ
た
と
す
る
が
、
面
白
い
の
は
、
愛

宕
の
神
に
仕
え
、
難
行
苦
行
の
末
、
秘
法
に
通
じ
、
飛
行
の
自
由
を
得

た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
秘
法
は
、
河
野
大
蔵
と
い
う
者
に
伝
授
さ
れ
、

元
亀
元
年
（元
就
没
年
の
前
年
）
、
深
瀬
の
大
飼
が
原
か
ら
飛
び
去

つ
て
、

山
城
国
の
愛
宕
山
に
入
つ
た
。
愛
宕
の
右
脇
に
祠
が
現
存
す
る
と
い
う
。

ま
た
、
五
龍
城
に
も
小
さ
な
祠
が
あ
り
、
司
箭
（し
せ
ん
）
明
神
と
い
う
。

そ
の
ご
神
体
は
、
天
狗
で
あ
る
。

「芸
藩
通
志
」
編
纂
当
時
、
司
箭
流

の
薙
刀
、
貫
心
流
の
剣
術
が
行
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
家
俊
を
始
祖

と
す
る
。
司
箭
神
社
は
、
平
成
の
今
も
、
五
龍
城
の
尾
崎
に
あ
り
、
城

の
登
り
日
に
神
社
の
鳥
居
が
立
つ
て
い
る
。

司
箭
流
　
司
箭
流
の
武
道
は
、
現
在
、
岡
山
県
の
中
山
和
夫
氏
が
十
三
代

目
の
後
継
者
で
あ
る
。
中
山
氏
は
、
他
の
古
武
道
も
引
継
ぎ
、
出
身
の

岡
山
大
学
で
古
武
道
部
師
範
を
勤
め
て
お
ら
れ
る
。

司
箭
院
興
仙
　
『邊
か
な
る
中
世
』
一
二
号
に
、
東
大
史
料
編
纂
所
中
世

史
料
部
助
教
授

・
末
柄
（す
え
が
ら
）
豊
氏
の
興
味
深
い
小
論
が
あ
る
。

以
下
そ
の
小
論
に
よ
る
が
、
明
応
三
年
２

四
九
四
）
、
近
ご
ろ
安
芸
国

か
ら
司
箭
と
い
う
山
伏
が
上
洛
し
、
鞍
馬
寺
で
天
狗
の
法
を
行
う
、
と

も
つ
ぱ
ら
の
噂
で
あ
る
。
正
体
を
確
か
め
よ
う
と
、
一唐
橋
（か
ら
は
し
）

と
い
う
人
物
が
、
東
福
寺
辺
の
僧
侶
を
引
き
つ
れ
鞍
馬
寺

へ
参
る
と
、

管
領

・
細
川
政
元
が
司
箭
の
宿
所
に
来
て
い
た
。
夜
も
更
け
、
彼
ら
と

酒
を
飲
ん
で
語
る
う
ち
、
司
箭
は

「法
の
奥
義
は
、
言
葉
で
は
説
明
で

き
な
い
」
と
言
つ
て
、
短
冊
に

「張
良
化
現
大
天
魔
源
義
経
神
」
と
書

い
て
見
せ
た
の
で
、
僧
侶
た
ち
は
怖
が
っ
て
逃
げ
た
、
と
い
う
話
が
、

当
時
の
公
家
の
日
記
に
あ
る
。
細
川
政
元
は
、
戦
国
の
幕
開
け
と
も
さ

れ
る
前
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
足
利
将
軍
を
交
代
さ
せ
た
中
央
の
実
力
者



だ
が
、
同
時
に
、
生
涯
独
身
で
、
修
験
道
に
凝
り
、
空
中
飛
行
を
試
み

て
屋
根
か
ら
落
ち
て
ケ
ガ
す
る
ほ
ど
の
変
人
で
も
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
、

司
箭
は
、
政
元
に
と
つ
て
心
許
せ
る
修
験
仲
間
だ
っ
た
よ
う
だ
。
六
年

後
の
別
人
の
日
記
に
は
、
京
都
で
火
事
が
あ
り
、
代
表
的
被
災
者
と
し

て
政
元
の
被
官
人
二
人
を
名
指
し
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
人
が
司
箭
で

あ
り
、
側
近
と
し
て
活
動
し
て
い
た
事
を
伺
わ
せ
る
。
宍
戸
元
家
が
、

隆
兼

・
家
俊
を
連
れ
て
祝
屋
城
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
永
正
元
年
、
三
条

西
実
隆
は
、
知
行
地
で
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
細
川
政
元
の
援
助
を
得
る

た
め
、
司
箭
院
興
仙
と
い
う
人
物
に
会
つ
て
お
り
、
二
年
後
、
司
箭
院

興
仙
は
、
僧
正
に
昇
格
し
て
い
る
。

「芸
藩
通
志
」
の
愛
宕
伝
説
や
五

龍
城
の
司
箭
神
社
の
存
在
な
ど
か
ら
、
司
箭
院
興
仙
が
宍
戸
家
俊
と
同

一
人
物
で
あ
る
事
は
疑
い
得
ま
い
。

毛
利
弘
元
と
宍
戸
氏
　
一九
就
の
父

・
毛
利
弘
元
は
、
明
応
九
年
二

五
〇

〇
）
、
家
督
を
興
元
に
譲
り
、
多
治
比
猿
掛
城
に
退
く
と
、
吉
田
郡
山
城

の
幸
千
代
丸
陣
営
と
は
反
対
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
反
大
内
、
す
な
わ

ち
、
細
川
政
元
寄
り
の
活
動
を
展
開
す
る
。
安
芸
分
郡
守
護

・
武
田
氏

も
同
じ
立
場
で
、
弘
元
娘
が
武
田
某
に
嫁
ぐ
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
宍

戸
氏
も
、
元
家
娘
が
若
狭
武
田
氏
の
重
臣

・
粟
屋
氏
に
嫁
い
で
い
る
。

弘
元
の
時
代
は
、
宍
戸
氏
と
友
好
を
保
っ
て
お
り
、
興
元
に
も
宍
戸
氏

と
事
を
構
え
ぬ
よ
う
遺
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
足
利
義
植
（よ
し
た
ね
）

を
迎
え
て
、上
洛
を
狙
う
大
内
氏
を
警
戒
し
、
細
川
氏
か
ら
積
極
的
な
働

き
か
け
が
あ
つ
た
か
ら
だ
が
、
そ
の
働
き
か
け
が
奏
功
し
た
背
景
に
は
、

宍
戸
氏
が
、
家
俊
＝
司
箭
院
興
仙
を
通
し
て
、
細
川
政
元
個
人
と
太
い

パ
イ
プ
を
持
っ
て
い
た
事
が
、
安
芸
国
衆
に
大
き
な
心
理
的
影
響
を
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

毛
利
興
元
と
宍
戸
氏
　
弘
元
の
死
の
翌
年
、
い
月
に
高
田
原
（高
林
坊
付

近
）
で
、
い
月
に
は
甲
立
で
、
毛
利
氏
は
宍
戸
氏
と
合
戦
に
及
ぶ
。
毛
利

氏
の
中
で
も
、
幸
千
代
丸
陣
営
は
、
元
々
大
内
氏
寄
り
で
あ
り
、
弘
元

の
喪
の
明
け
る
の
を
待
っ
て
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
な
だ
れ
込
ん
だ
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
内
あ
細
川
の
代
理
戦
争
に
他
な
ら
な
い
。
政
局

が
不
穏
に
な
る
中
、
細
川
政
元
が
四
二
歳
の
若
さ
で
殺
さ
れ
、
宍
戸
氏

は
反
大
内
の
後
ろ
盾
を
失
う
。
こ
の
年
の
暮
、
大
内
義
興
は
前
将
軍
を

奉
じ
て
上
洛
軍
を
起
こ
し
、
幸
千
代
丸
は
元
服
し
て
興
元
を
名
乗
っ
て

こ
れ
に
参
陣
、
宍
戸
氏
も
参
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
宍
戸

氏
も
船
岡
山
合
戦
で
は
戦
功
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
武
田
氏
を
警
戒
し

て
安
芸
国
衆
が
帰
国
し
、
翌
永
正
九
年
に
安
芸
国
衆
九
名
が

一
揆
契
約

を
結
ん
だ
お
り
に
は
、
安
芸
宍
戸
氏
の
署
名
が
見
ら
れ
な
い
。
分
郡
守

護
武
田
氏
の
支
配
域
に
属
さ
な
い
安
芸
国
衆
は
、
正
守
護
山
名
氏
の
下

で

一
致
し
た
行
動
を
示
す
の
が
筋
だ
が
、
反
大
内
の
宍
戸
氏
は
仲
間
に

入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
永
正
十
二
年
に
な
る
と
、
武
田
氏
が
、
厳

島
神
領
衆
の
東
西
対
立
に
介
入
す
る
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
。
翌

一
～

二
月
、
毛
利
方
の
中
村
氏
が
在
城
す
る
志
和
地
城
を
巡
り
、
三
吉

・
宍

戸
連
合
と
毛
利
氏
の
攻
防
が
あ
り
、
二
月
、
二
月
に
は
、
毛
利
興
元
と

宍
戸
元
源
の
合
戦
が
甲
立
で
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
神
領
で
事
を

10



）

起
こ
し
た
武
田
氏
の
け
ん
制
の
た
め
、
興
元
が
、
山
県
郡
の
有
田
城
を

攻
め
る
な
ど
親
大
内
の
旗
色
を
鮮
明
に
し
た
た
め
、
反
大
内
の
宍
戸
氏

ら
が
、
興
元
の
後
背
を
逆
に
け
ん
制
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
慌
し

い
状
況
下
で
興
元
は
急
死
す
る
。
元
就
は
、
弘
元
も
興
元
も
、
酒
の
せ

い
で
早
死
に
し
た
と
明
言
し
て
い
る
が
、
そ
の
死
は
、
な
ぜ
か
政
局
の

潮
日
の
変
化
と
密
接
に
運
動
し
て
い
る
。

毛
利
元
就
と
宍
戸
氏
　
一九
就
の
代
に
な
る
と
、
大
内
対
尼
子
の
境
日
の
緊

張
が
備
北
地
域
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
毛
利
氏
と
宍
戸
氏
は
、
二

大
勢
力
の
消
長
の
波
を
乗
り
切
る
た
め
、
共
同
歩
調
を
取
る
傾
向
が
強

ま
る
。
反
大
内
の
牙
城

・
猿
掛
城
で
育

っ
た
元
就
は
、
親
大
内
の
兄
に

娘
を
嫁
入
り
さ
せ
た
安
芸
と
石
見
に
ま
た
が
る
高
橋
氏
に
、
二
歳
の
長

女
を
人
質
に
出
す
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
イ
ジ
メ
を
受
け
て
い
た

の
で
、
そ
の
高
橋
氏
に
北
方
を
脅
か
さ
れ
続
け
た
宍
戸
氏
と
は
、
基
本

的
に
相
性
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
を
滅
ぼ
し
た
毛
利
氏
は
、

享
禄
三
～
四
年
、
旧
高
橋
領
の
知
行
を
大
内
氏
に
承
認
さ
れ
る
が
、　
一

部
を
宍
戸
氏
に
分
与
し
て
い
る
。
大
内
氏
の
指
示
も
あ
ろ
う
が
、
宍
戸

氏
が
元
就
の
高
橋
攻
め
に
協
力
し
た
事
実
も
あ
つ
た
で
の
は
な
い
か
。

天
文
二
年
、
元
就
は
年
始
の
挨
拶
に
五
龍
城
を
訪
れ
、
娘
と
元
源
の
孫

・

隆
家
の
縁
談
を
ま
と
め
た
。
　
こ
の
事
は
、
江
戸
期
の
書
物
以
外
に
根
拠

が
な
い
が
、
元
就
は
大
内
氏
の
推
挙
で
、
前
年
、
従
五
位
下

。
右
馬
頭

に
任
ぜ
ら
れ
、
官
位
の
格
式
上
、
従
五
位
下

・
宍
戸
元
源
と
対
等
に
な

れ
た
ば
か
り
。
ま
た
隆
家
は
、
前
々
年
の
十
五
歳
の
時
、
大
内
義
隆
か

ら

一
字
を
頂
戴
し
て
元
服
し
た
ば
か
り
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
情
勢

（こ
れ
を
論
じ
る
と
話
が
長
く
な
る
の
で
省
略
す
る
が
）
か
ら
判
断
し

て
も
、
天
文
二
年
に
婚
儀
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
納
得
性
が
あ
る
。
し

か
し
当
時
、
隆
元
の
後
、
元
春
の
前
に
生
ま
れ
た
元
就
娘
は
、
六
歳
以

上
十

一
歳
以
下
で
あ
り
、
露
骨
な
政
略
結
婚
で
は
あ
る
。

宍
戸
隆
家
　
一九
就
が
娘
を
託
し
た
元
源
の
孫

・
隆
家
は
、
ど
う
い
う
人
物

だ

っ
た
か
。
隆
家
は
、
天
文
七
年
二
十

一
歳
で
家
督
を
祖
父
か
ら
継
い

だ
が
、
父
は
早
く
に
逝
っ
て
お
り
、
叔
父

・
隆
忠
が
よ
き
支
え
に
な
つ

て
い
た
。
し
か
し
隆
家
は
、
家
臣
団
の
信
望
厚
い
隆
忠
を
嫉
妬
し
、
議

言
を
目
実
に
殺
害
す
る
、
と
い
う
暗
い
伝
説
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

武
人
と
し
て
も
、
政
治
家
と
し
て
も
、
隆
家
自
身
の
功
績
は
判
然
と
し

な
い
。
　
Ｔ

れヽ
は
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
宍
戸
家
の
古
文
書
自
体
が
、

異
常
に
少
な
す
ぎ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
）
天
文
九
年
、
尼
子
氏
が
吉
田

郡
山
攻
め
を
決
意
し
、
二
次
か
ら
可
愛
（え
の
）
川
を
遡
上
す
る
備
後
路

に
先
遣
隊
を
出
す
が
、
宍
戸
軍
が
祝
屋
城
付
近
の
大
飼
が
原
で
撃
退
し

た
。
こ
の
時
も
、
隆
家
と
い
う
よ
り
、
隠
居
の
元
源
や
祝
屋
城
主

・
深

瀬
隆
兼
の
軍
功
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
つ
合
戦
は
、
史

料
の
裏
づ
け
が
な
く
、
存
在
自
体
が
疑
わ
れ
る
。
が
、
実
子
を
養
子
に

出
し
た
り
嫁
入
り
さ
せ
た
り
を
通
し
て
、
安
芸
国
衆
を
傘
下
に
統
合
す

る
事
を
基
本
戦
略
と
し
た
元
就
に
と
っ
て
、
隆
家
は
、
養
子
に
出
し
た

元
春
や
隆
景
と
同
格
の
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
六
十

一
歳
の
時
に

認
め
た
三
兄
弟

へ
の
教
訓
状
の
中
で
元
就
は
、　
ョ
一兄
弟
と
五
龍
の
関

■
■

■
■



係
が
少
し
で
も
悪
化
す
る
よ
う
で
は
、
そ
れ
こ
そ
最
大
の
親
不
孝
で
あ

る
」
と
き
つ
く
戒
め
て
い
る
。
隆
家
は
、
次
女
を
吉
川
元
春
の
嫡
子

・

元
長
に
嫁
入
り
さ
せ
、
三
兄
弟
と
の
血
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
が
、
あ

る
い
は
、
元
就
の
意
向
が
背
景
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
続
い
て
、

永
禄
六
年
、
毛
利
家
当
主

・
隆
元
が
急
死
す
る
と
、
十

一
歳
に
し
て
家

督
を
継
い
だ
幸
鶴
丸
公
一年
後
か
ら
輝
元
）
は
、
隆
家
三
女
六
歳
を
正
室

と
し
て
迎
え
た
。
こ
う
し
て
、
隆
家
は
、
自
ら
の
血
を
毛
利

一
族
に
注

入
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
が
、
元
長
に
子
孫
の
存
在
は
確
認
で
き
ず
、

輝
元
も
、
正
室
と
の
間
に
子
を
授
か
る
事
は
な
か
つ
た
。
後
に
萩
藩
の

当
主
に
な
っ
た
の
は
、
側
室
の
子

・
秀
就
で
あ
つ
た
。
子
孫
こ
そ
現
存

し
な
い
が
、
隆
家
三
女
そ
の
人
は
、
萩

・
天
樹
院
跡
の
墓
地
で
、
今
も

輝
元
の
傍
ら
に
あ
る
。
永
禄
十
年
、
元
就
は
、
伊
予
宇
都
宮
氏
の
攻
撃

を
受
け
た
伊
予
河
野
氏
の
援
助
要
請
に
対
し
、
福
原
貞
俊
を
自
身
の
名

代
と
し
、
元
春

・
隆
景
を
出
兵
さ
せ
る
と
い
う
、
大
が
か
り
な
対
応
を

取
っ
た
。
こ
の
時
、
隆
家
も
出
陣
し
た
。
河
野
氏
の
正
室
は
、
隆
家
の

長
女
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
四
年
後
、
元
就
は
七
十
五
歳
に
し
て
吉
田
郡

山
城
で
他
界
す
る
が
、
そ
の
当
日
、
小
早
川
隆
景
が
、
今
後
の
対
応
を

協
議
す
る
た
め
城
内
に
呼
び
集
め
た
の
は
、
宍
戸
隆
家

・
熊
谷
信
直

・

福
原
貞
俊

。
日
羽
通
良
の
四
人
で
あ

っ
た
。

三
丘

（み
つ
お
）
宍
戸
氏
　
関
が
原
を
迎
え
た
宍
戸
家
当
主
は
、
隆
家
の

孫

・
元
続
（も
と
つ
ぐ
）
で
あ
つ
た
。
毛
利
氏
が
防
長
二
州
に
押
し
込
め

ら
れ
る
と
、
元
続
に
は
、
右
田

一
万
千
石
（防
府
市
）
が
配
さ
れ
た
。　
後

に
三
丘
（周
南
市
）
の
毛
利
氏
（元
就
七
男
天
野
元
政
の
子
孫
）
と
領
地
交

換
と
な
っ
た
。
三
丘
宍
戸
氏
の
石
高
は
、　
一
門
衆
の
中
で
、
右
田
毛
利

氏

一
万
六
千
石
に
次
い
で
二
位
だ
が
、、
家
格
は
、
宍
戸
氏
が

一
門
筆
頭
、

右
田
毛
利
氏
が
次
席
と
決
め
ら
れ
て
お
り
、
毛
利
元
就

一
族
子
孫
の
会

「毛
利
会
」
の
パ
ー
テ
イ
な
ど
で
は
、
今
で
も
こ
の
序
列
が
厳
格
に
守

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
三
丘
に
は
、
天
野
元
政
が
慶
長
八
年
、
元
就
三

十
三
回
忌
の
際
、
元
就
の
歯
を
埋
葬
し
た
と
さ
れ
る
宝
菌
印
塔
形
式
の

「歯
廟
」
が
あ
る
。

三
丘
城
と
い
う
と
、
天
正
三
年
、
伊
勢
参
官
を
目
的
と
し
た
上
洛
を
行

っ
た
薩
摩
の
島
津
家
久
が
、
そ
の
上
洛
の
途
上
で
こ
の
城
を
見
て
、

「高

け
れ
ど
悪
し
く
候
」
と
自
筆
日
記
に
記
し
て
い
る
。

（
「中
書
家
久
公

御
上
京
日
記
」
）
何
が
ど
う
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
、
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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